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避難勧告等の発令基準（タイムライン（案））高砂市

高砂市タイムライン
（簡易版）

平成28年4月作成

4

姫路河川国道事務所 住民等高砂市気象・水象情報

水防団待機水位到達
国包水位観測所（水位1.5m）

はん濫注意水位到達
国包水位観測所（水位2.5m）

災害警戒本部

避難判断水位到達
国包水位観測所（水位4.3m）

洪水予報（はん濫注意情報）

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
国包水位観測所（水位4.7m）

洪水予報（はん濫危険情報）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

加古川沿岸地区避難勧告

加古川沿岸地区避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

HWL※到達・越流 洪水予報（はん濫発生情報） 避難完了

要配慮者避難開始

○台風に関する気象庁記者会見

※本タイムラインは加古川下流洪水予報区間の高砂市の区間（河口～4.8k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○住民避難の受け入れに関する準備等

避難開始

○リエゾンの派遣

○休校の判断、体制の確認等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

◇台風予報

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気
象警報等の確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難準備情報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難指示・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場等の操作

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難ルー
トの確認

避難解除

※台風上陸
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する兵庫県気象情報（随時）

◇大雨・洪水・強風・波浪・高潮注意報

○台風説明会（神戸地方気象台）

【第一警戒体制】

○水閘門操作員の退避検討 ○水防団員の避難指示

【第二警戒体制】

○加古川水位上昇に伴う防災情報の発表伝達

○連絡員の待機

○首長若しくは代理者の登庁

○避難に時間が掛かる時間帯の場合、避難準備情報の検討
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-8h

氾濫発生

-120h

◇大雨・洪水・暴風・波浪・高潮警報

◇土砂災害警戒情報

○記者発表（決壊・はん濫）

加古川水系加古川【高砂市】姫路河川国道事務所

○決壊した場合に備えた準備
・協定業者への派遣依頼
・はん濫想定の用意、記者発表の準備 等

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○ホットライン（決壊・はん濫）

○協定業者との連絡調整（出動準備）

○避難準備情報の発表

○加古川の氾濫の影響のある道路の通行規制の判断

○避難勧告の発表

○避難指示の発表伝達

○被害状況の確認

○浸水域の排水対策の実施

○想定される浸水域の確認

○水防団連絡

○水防活動の準備・出動

※タイムライン検討にあたっての前提条件
▽タイムライン設定にあたっての対象洪水について： 河川整備基本方針で対象としている洪水を用いています。
▽タイムライン設定にあたっての氾濫発生時刻（＝０）について：有堤部で破堤の恐れがある時刻 （HWLまたは堤防高－余裕高のうち低い方に到達する時刻）のことです。
▽危険水位設定時のリードタイム設定（水位上昇速度等）にあたっての対象洪水について：危険水位・避難判断水位以上となった既往洪水を用いて設定しています。

※有堤部で破堤の恐れがある水位として、HWL、
または堤防高－余裕高のうち低い方に到達する
時刻

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、加古川沿川の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案） 【高砂市】姫路河川国道事務所

対応済み



避難勧告等の発令基準（タイムライン（案））加古川市

加古川市タイムライン
（簡易版）

平成28年4月作成

5

姫路河川国道事務所 住民等加古川市気象・水象情報

水防団待機水位到達
国包水位観測所（水位1.5m）

はん濫注意水位到達
国包水位観測所（水位2.5m）

災害警戒本部

避難判断水位到達
国包水位観測所（水位4.3m）

洪水予報（はん濫注意情報）

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
国包水位観測所（水位4.7m）

洪水予報（はん濫危険情報）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

加古川沿岸地区避難勧告

加古川沿岸地区避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

HWL※到達・越流 洪水予報（はん濫発生情報） 避難完了

要配慮者避難開始

○台風に関する気象庁記者会見

※本タイムラインは加古川下流洪水予報区間の加古川市の区間（河口～15.8k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○住民避難の受け入れに関する準備等

避難開始

○リエゾンの派遣

○休校の判断、体制の確認等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

◇台風予報

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気
象警報等の確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難準備情報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難指示・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場等の操作

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難ルー
トの確認

避難解除

※台風上陸
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する兵庫県気象情報（随時）

◇大雨・洪水・強風・波浪・高潮注意報

○台風説明会（神戸地方気象台）

【第一警戒体制】

○水閘門操作員の退避検討 ○水防団員の避難指示

【第二警戒体制】

○加古川水位上昇に伴う防災情報の発表伝達

○連絡員の待機

○首長若しくは代理者の登庁

○避難に時間が掛かる時間帯の場合、避難準備情報の検討
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-120h

◇大雨・洪水・暴風・波浪・高潮警報

◇土砂災害警戒情報

○記者発表（決壊・はん濫）

加古川水系加古川【加古川市】姫路河川国道事務所

○決壊した場合に備えた準備
・協定業者への派遣依頼
・はん濫想定の用意、記者発表の準備 等

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○ホットライン（決壊・はん濫）

○協定業者との連絡調整（出動準備）

○避難準備情報の発表

○加古川の氾濫の影響のある道路の通行規制の判断

○避難勧告の発表

○避難指示の発表伝達

○被害状況の確認

○浸水域の排水対策の実施

○想定される浸水域の確認

○水防団連絡

○水防活動の準備・出動

※タイムライン検討にあたっての前提条件
▽タイムライン設定にあたっての対象洪水について： 河川整備基本方針で対象としている洪水を用いています。
▽タイムライン設定にあたっての氾濫発生時刻（＝０）について：有堤部で破堤の恐れがある時刻 （HWLまたは堤防高－余裕高のうち低い方に到達する時刻）のことです。
▽危険水位設定時のリードタイム設定（水位上昇速度等）にあたっての対象洪水について：危険水位・避難判断水位以上となった既往洪水を用いて設定しています。

※有堤部で破堤の恐れがある水位として、HWL、
または堤防高－余裕高のうち低い方に到達する
時刻

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、加古川沿川の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案） 【加古川市】姫路河川国道事務所

対応済み



避難勧告等の発令基準（タイムライン（案））小野市

小野市タイムライン
（簡易版）

平成28年4月作成

6

姫路河川国道事務所 住民等小野市気象・水象情報

水防団待機水位到達
板波水位観測所（水位2.0m）

はん濫注意水位到達
板波水位観測所（水位3.5m）

災害警戒本部

避難判断水位到達
板波水位観測所（水位4.2m）

洪水予報（はん濫注意情報）

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
板波水位観測所（水位5.0m）

洪水予報（はん濫危険情報）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

加古川沿岸地区避難勧告

加古川沿岸地区避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

HWL※到達・越流 洪水予報（はん濫発生情報） 避難完了

要配慮者避難開始

○台風に関する気象庁記者会見

※本タイムラインは加古川上流洪水予報区間の小野市への影響区間（15.8k～29.8k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○住民避難の受け入れに関する準備等

避難開始

○リエゾンの派遣

○休校の判断、体制の確認等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

◇台風予報

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気
象警報等の確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難準備情報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難指示・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場等の操作

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難ルー
トの確認

避難解除

※台風上陸
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する兵庫県気象情報（随時）

◇大雨・洪水・強風・波浪・高潮注意報

○台風説明会（神戸地方気象台）

【第一警戒体制】

○水閘門操作員の退避検討 ○水防団員の避難指示

【第二警戒体制】

○加古川水位上昇に伴う防災情報の発表伝達

○連絡員の待機

○首長若しくは代理者の登庁

○避難に時間が掛かる時間帯の場合、避難準備情報の検討
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◇大雨・洪水・暴風・波浪・高潮警報

◇土砂災害警戒情報

○記者発表（決壊・はん濫）

○決壊した場合に備えた準備
・協定業者への派遣依頼
・はん濫想定の用意、記者発表の準備 等

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○ホットライン（決壊・はん濫）

○協定業者との連絡調整（出動準備）

○避難準備情報の発表

○加古川の氾濫の影響のある道路の通行規制の判断

○避難勧告の発表

○避難指示の発表伝達

○被害状況の確認

○浸水域の排水対策の実施

○想定される浸水域の確認

○水防団連絡

○水防活動の準備・出動

※タイムライン検討にあたっての前提条件
▽タイムライン設定にあたっての対象洪水について： 河川整備基本方針で対象としている洪水を用いています。
▽タイムライン設定にあたっての氾濫発生時刻（＝０）について：有堤部で破堤の恐れがある時刻 （HWLまたは堤防高－余裕高のうち低い方に到達する時刻）のことです。
▽危険水位設定時のリードタイム設定（水位上昇速度等）にあたっての対象洪水について：危険水位・避難判断水位以上となった既往洪水を用いて設定しています。

※有堤部で破堤の恐れが
ある水位として、HWL、ま
たは堤防高－余裕高のう
ち低い方に到達する時刻

○ホットライン（東条川からの越水に警戒する）

はん濫注意水位到達
国包水位観測所（水位2.5m）

避難判断水位到達
国包水位観測所（水位4.3m）

氾濫危険水位到達
国包水位観測所（水位4.7m）

○東条川からの氾濫発生

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、加古川沿川の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案） 【小野市】姫路河川国道事務所

対応済み



避難勧告等の発令基準（タイムライン（案））加東市

加東市タイムライン
（簡易版）

平成28年4月作成

対応済み

7

姫路河川国道事務所 住民等加東市気象・水象情報

水防団待機水位到達
板波水位観測所（水位2.0m）

はん濫注意水位到達
板波水位観測所（水位3.5m）

災害警戒本部

避難判断水位到達
板波水位観測所（水位4.2m）

洪水予報（はん濫注意情報）

洪水予報（はん濫警戒情報）

氾濫危険水位到達
板波水位観測所（水位5.0m）

洪水予報（はん濫危険情報）

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

加古川沿岸地区避難勧告

加古川沿岸地区避難準備情報

○1時間ごとに河川水位、雨量、降水短時間予報を確認

HWL※到達・越流 洪水予報（はん濫発生情報） 避難完了

要配慮者避難開始

○台風に関する気象庁記者会見

※本タイムラインは加古川上流洪水予報区間の加東市への影響区間（25.4k～36.2k付近）を対象としています。
※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。

○必要に応じ、助言の要請

○施設（ダム・水門・排水機場等）の点検・操作確認

○住民避難の受け入れに関する準備等

避難開始

○リエゾンの派遣

○休校の判断、体制の確認等

緊急復旧、堤防調査委員会設置

○要配慮者施設、大規模事業者に洪水予報伝達

○災害対策機械の派遣要請

○災害対策機械の派遣

◇台風予報

○災害対策用資機材・復旧資機材等の確保

○リエゾン体制の確認

○協力機関の体制確認

○出水時点検（巡視）

○テレビ、ラジオ、インターネット等による気
象警報等の確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難準備情報の受信

○避難の準備（要配慮者以外）

○テレビ、インターネット、携帯メール等に
よる大雨や河川の状況を確認

○音声告知放送システム、携帯メール、ＦＡ
Ｘ等による避難指示・避難勧告の受信

○CCTVによる監視強化

【注意体制】

【非常体制】

○水門、樋門、排水機場等の操作

○被害状況の把握
（ヘリコプター等による迅速な状況把握）

○TEC-FORCEの活動
○被害状況・調査結果等の公表

○水防団等への注意喚起

○自衛隊への派遣要請

○避難者への支援

○ハザードマップ等による避難所・避難ルー
トの確認

避難解除

※台風上陸
※気象・水象情報に関する発表等のタイミング
については、地域・事象によって、異なります。

○災害・避難カードの確認

○防災グッズの準備

○自宅保全

◇台風に関する兵庫県気象情報（随時）

◇大雨・洪水・強風・波浪・高潮注意報

○台風説明会（神戸地方気象台）

【第一警戒体制】

○水閘門操作員の退避検討 ○水防団員の避難指示

【第二警戒体制】

○加古川水位上昇に伴う防災情報の発表伝達

○連絡員の待機

○首長若しくは代理者の登庁

○避難に時間が掛かる時間帯の場合、避難準備情報の検討

-72h
-24h

-2h

-1.5h

0h

-0.33h

-8h

氾濫発生

-120h

◇大雨・洪水・暴風・波浪・高潮警報

◇土砂災害警戒情報

○記者発表（決壊・はん濫）

加古川水系加古川【加東市】姫路河川国道事務所

○決壊した場合に備えた準備
・協定業者への派遣依頼
・はん濫想定の用意、記者発表の準備 等

○ホットライン（水位情報、現象の予測）

○ホットライン（決壊・はん濫）

○協定業者との連絡調整（出動準備）

○避難準備情報の発表

○加古川の氾濫の影響のある道路の通行規制の判断

○避難勧告の発表

○避難指示の発表伝達

○被害状況の確認

○浸水域の排水対策の実施

○想定される浸水域の確認

○水防団連絡

○水防活動の準備・出動

※タイムライン検討にあたっての前提条件
▽タイムライン設定にあたっての対象洪水について：河川整備基本方針で対象としている洪水を用いています。
▽タイムライン設定にあたっての氾濫発生時刻（＝０）について：有堤部で破堤の恐れがある時刻 （HWLまたは堤防高－余裕高のうち低い方に到達する時刻）のことです。
▽危険水位設定時のリードタイム設定（水位上昇速度等）にあたっての対象洪水について：危険水位・避難判断水位以上となった既往洪水を用いて設定しています。

○ホットライン（加古川無堤箇所からの越水に警戒する）

○加古川無堤箇所からの氾濫発生

台風の接近・上陸に伴う洪水を対象とした、加古川沿川の
避難勧告の発令等に着目したタイムライン（防災行動計画）（案） 【加東市】姫路河川国道事務所

※有堤部で破堤の恐れがある水位として、HWL、
または堤防高－余裕高のうち低い方に到達する
時刻



洪水予報文、伝達手法の改善

〇〇川氾濫危険情報
（見出し）

○○川では、氾濫危険水位（レベル４）に到達し、氾濫のおそれあり
（主文）
○○川の○○○水位観測所（○○市◯◯）では、○○日○○時○○分頃に、避難勧告等の発令の
目安となる「氾濫危険水位（レベル４）」に到達しました。○○市、○○市、○○市、○○町では、〇〇
川の堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認すると
ともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。

〇〇川はん濫危険情報
（見出し）

◯◯川では、はん濫危険水位（レベル４）に到達 はん濫のおそれあり

（主文）

○○川の○○○水位観測所（○○市◯◯）では、○○日○○時○○分頃に、はん濫危険水位（レベ
ル４）に到達しました。川沿いの○○市、○○市、○○町のうち、堤防の無い、または堤防の低い箇所
などでははん濫するおそれがありますので、各自安全確保を図るとともに、市町村からの避難情報に
注意して下さい。

現在の洪水予報文（例）

〇 氾濫の危険性、切迫性が伝わりにくい課
題

改善イメージ

対応済み
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リアルタイム情報の充実
対応済み
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リアルタイム情報の充実
対応済み
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ハザードマップポータルサイト
対応済み
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水防災意識社会 再構築ビジョン



水防災意識社会 再構築ビジョン
関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。
＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」

へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策

※ 河川堤防の決壊に伴う洪水氾濫により、
木造家屋の倒壊のおそれがある区域

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊危険区域※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞
○越水等が発生した場合でも決壊までの時
間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進
いわゆる粘り強い構造の堤防の整備

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊危険
区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良
・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の
促進
・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供
・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図
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住民目線のソフト対策

○水害リスクの高い地域を中心に、スマートフォンを活用したプッシュ型の洪水予報の配信など、住民が
自らリスクを察知し主体的に避難できるよう住民目線のソフト対策に重点的に取り組む。

○立ち退き避難が必要な家屋
倒壊危険区域等の公表
⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約70水系、
平成29年出水期までに
全109水系で公表

リスク情報の周知

スマホ等で取得

ライブカメラ

自分のいる場所の近傍の情報

自分のいる場所

詳細な雨量情報

河川水位

洪水予報等の情報を
プッシュ型で配信

家屋倒壊危険区域

○ 避難に着目したタイム
ラインの策定

○ 首長も参加するロール
プレイング形式の訓練

○不動産関連事業者への説
明会の実施
⇒水害リスクを認識した不動産
売買の普及等による、水害リス
クを踏まえた土地利用の促進

事前の行動計画、
訓練

避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供

⇒平成28年出水期までに
水害リスクの高い約400市町村
平成32年度までに
全730市町村で策定

⇒・平成28年夏頃までに洪水に対しリスクが高い区間において
水位計やライブカメラを設置
・平成28年出水期からスマートフォン等によるプッシュ型の洪
水予報等の配信を順次実施

○住民のとるべき行動を分かり
やすく示したハザードマップ
への改良
⇒「水害ハザードマップ検討委員会」
にて意見を聴き、平成27年度内を
目途に水害ハザードマップの
手引きを作成
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洪水を安全に流すためのハード対策

○流下能力が著しく不足している、あるいは漏水の実績があるなど、優先的に整備が必要な区間約
1,200kmについて、平成32年度を目途に堤防のかさ上げや浸透対策などの対策を実施。

堤防の
かさ上げ

浸透・侵食
対策

計画高水位

通常時の水位

○堤防がない

通常時の水位

計画高水位

計画堤防
計画高水位

通常時の水位

【未完成の堤防】

○堤防の断面が不足

○堤防がない

【完成された堤防】

○堤防の高さ・幅ともに
計画上の断面を確保
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危機管理型ハード対策、いわゆる粘り強い構造の堤防等の整備

○氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランスの観点から堤防整備に至らない区間など
約1,800kmについて、平成32年度を目途に粘り強い構造の堤防など危機管理型のハード対策を実施。

○ 堤防天端をアスファルト等で保護し、法肩部
の崩壊の進行を遅らせることにより、決壊ま
での時間を少しでも延ばす

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

○ 裏法尻をブロック等で補強し、深掘れの進
行を遅らせることにより、決壊までの時間を
少しでも延ばす

堤防裏法尻をブロック等で補強堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、
ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

※ 具体的な工法については検討中
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水防法の一部改正



水防法の一部改正（H27.11施行）
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浸水想定区域図（平成２８年５月31日公表）
加古川浸水想定区域図（計画規模）高砂市 加古川浸水想定区域図（想定最大規模）高砂市
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浸水想定区域図（平成２８年５月31日公表）
加古川浸水想定区域図（計画規模）加古川市 加古川浸水想定区域図（想定最大規模）加古川市
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浸水想定区域図（平成２８年５月31日公表）
加古川浸水想定区域図（計画規模）小野市 加古川浸水想定区域図（想定最大規模）小野市
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浸水想定区域図（平成２８年５月31日公表）
加古川浸水想定区域図（計画規模）加東市 加古川浸水想定区域図（想定最大規模）加東市
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家屋倒壊危険区域（平成２８年５月31日公表）
加古川家屋倒壊危険区域図（氾濫流） 加古川家屋倒壊危険区域図（河岸浸食）
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情報伝達、避難計画



洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミング
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洪水時における河川管理者からの情報提供等の内容及びタイミング

洪水予報受け持ち区間

河口
～美嚢川合流点（15.8k）

⇒国包水位観測所が基準
（高砂市、加古川市）

美嚢川合流点（15.8k）
～直轄管理区間上流端

⇒板波水位観測所が基準
（小野市、加東市）

洪水予報（国包水位観測所）

洪水予報（板波水位観測所）

はん濫危険水位
国包
4.7m

はん濫危険水位
国包
4.3m

はん濫危険水位
国包
2.5m

水防団待機水位
国包1.5m

高砂市
加古川市

はん濫危険水位
板波
5.0m

はん濫危険水位
板波
4.2m

はん濫危険水位
板波
3.5m

水防団待機水位
板波2.0m

小野市
加東市
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避難場所・避難経路

○各市の地域防災計画において、市内の避難場所等を設定している。

○加古川での堤防決壊により、市内の広範囲が浸水する場合等を想定し、市内だけでなく隣接市の
避難場所への広域避難についても事前に検討・調整しておくことが必要である。

加古川市

高砂市
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住民等への情報伝達の体制や方法

○河川水位、洪水予報、ライブ映像等の情報をホームページやテレビを通じて伝達している。
○情報の入手しやすさや切迫感の伝わりやすさを向上させる必要がある。

PC・スマホから川の防災情報を入手

PC・スマホでライブ映像が確認できる

任意のアイコンを選択する
と、選択した観測所の時間
データが表示される。

デジタル放送のデータ
放送で河川水位を確認
出来る
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加古川リアルタイム防災情報

○姫路河川国道事務所では沿川市に「加古川リアルタイム防災情報」を介し、河川水位やライブ映
像を提供。
○各市の防災対策、避難行動の判断に必要な箇所を順次拡大予定。

河川水位等に係る情報提供

※樋門や排水機場等の河川管理施設についても監視は実施

カメラのライブ映
像を閲覧できる

凡 例

ＣＣＴＶｶﾒﾗ

向島
朝日

養田

友沢

米田

本町 船頭

升田
河原

曇川
里

国包水位観測所

美襄川合流点

桜谷通門

大島第一

大島水位観測所

小野出張所

万願寺水位観測所

池ノ尻

粟田橋

古川

新大川橋

河合緊急資材倉庫

大門橋
安取排水樋門

上田第三

河高

千鳥合流点

闘龍橋

板波水位観測所
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水防に関する事項



重要水防箇所（定義）

○洪水等に際して水防上特に注
意を要する箇所（重要水防箇所）
を設定

○消防団（水防団）は、洪水時の
巡視や巡視結果に基づく水防活
動を実施

【Ａランク】
現況堤防高が、計画高水流量時の水位を下回る
ところを、Ａランクに指定します。

計画高水流量時の水位

堤防

【Ｂランク】
現況堤防高が、計画高水流量時の水位は上回る
が、計画余裕高を下回るところを、Ｂランクに
指定します。

計画高水流量時の水位

堤防

計画余裕高

堤防の高さ

堤防の断面
【Ａランク】
堤防断面が、計画堤防断面積の2分の1より小さ
いところをＡランクに指定します。また、今あ
る堤防の上端の幅が計画で定めた幅の2分の1に
満たないところもＡランクに指定します。

現在の堤防断面積→

←2分の1未満

計画堤防断面積→

【Ｂランク】
現況堤防の断面が、計画堤防断面積の2分の1よ
りは大きいところをＢランクに指定します。

現在の堤防断面積→

←2分の1以上

計画堤防断面積→
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重要水防箇所（定義）

○洪水等に際して水防上特に注
意を要する箇所（重要水防箇所）
を設定

○消防団（水防団）は、洪水時の
巡視や巡視結果に基づく水防活
動を実施

【Ａランク】
法崩れ、またはすべりが起こったことがあり、
それらを防ぐための手だてがとられていないと
ころをＡランクに指定します。

法面 法面

【Ｂランク】
法崩れ、またはすべりが起こったことがあり、
それらを防ぐ手だてがとりあえずとられている
ところをＢランクに指定します。また、その場
所の土質などから、法崩れやすべりが発生する
恐れのあるところもＢランクに指定します。

法崩れ・すべり

漏 水
【Ａランク】
漏水が起こったことがあり、対策がとられてい
ないところをＡランクに指定します。

法面

川表川裏

法面

川表川裏

【Ｂランク】
漏水が起こったことがあり、対策がとりあえず
とられているところをＢランクに指定します。
また、以前に破堤したところなど、漏水が発生
する危険性があるところもＢランクに指定して
います。
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重要水防箇所(平成28年4月現在)

33



重要水防箇所(平成28年4月現在)
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河川の巡視
○出水時には、市（消防団）と国土交通省がそれぞれ河川の緊急巡視を実施。

○堤防決壊のおそれのある箇所で土のう積み等の水防活動が的確に行われるよう、市（消防団）と国土交
通省で、巡視で得られた堤防や河川水位の状況等の情報の共有等を実施。

※　巡視業務、維持作業の受注者に対する待機・出動指示については、「出水が予想される早い段階で待機もしくは出動の指示を行う」

１班 ２班

３班 ４班

５班

８班７班

６班

加古川下流維持作業

加古川下流維持作業
加古川上流維持作業

加古川上流維持作業

河川巡視経路
× × 出水時通行不能区間

加
古
川
バ
イ
パ
ス

山
陽
新
幹
線
鉄
橋

山
陽
本
線
鉄
橋

播
州
大
橋

山
陽
電
鉄
鉄
橋

相
生
橋

曇
川

播
磨
灘

加
古
川
橋

新
加
古
川
橋

加
古
川
水
管
橋

西
川

池
尻
橋

草
谷
川

加
古
川
大
堰

加
古
川
線
鉄
橋

土
荘
橋

山
陽
自
動
車
道

万願寺川

万願寺川

千
鳥
川

東
条
川

油
谷
川

野
間
川

万才橋

闘
竜
橋

中
国
縦
貫
道

滝
見
橋

滝
野
大
橋

福
田
橋

大
門
橋

大住橋

加古川線鉄橋

七那橋

西脇橋

阿形橋

神
戸
電
鉄
鉄
橋

彩
田
橋

新
大
河
橋

中
国
縦
貫
橋
梁

社バイパス

三木バイパス

高木

美
襄
川

古川橋

河川巡視区域及び経路図（加古川）
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